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連合会（全国センター）における働き方改革推進支援事業について 

 

厚生労働省から連合会が受託した「働き方改革推進支援事業」について、県内の中

小企業 9,177 社に専門家派遣利用に関するダイレクトメール（別添参照）が、9 月中

旬から 12 月中旬（毎月 15 日予定）の 4 回に分けて発送されることとなりました。 

ダイレクトメール送付後 2 週間以内に当事業に登録した専門家（専門家に登録した

県内社労士）が、ダイレクトメールを送付したすべての事業所に電話し専門家派遣の

利用勧奨を行うこととなります。 

なお、連合会（全国センター）から専門家が電話する際の Q&A として以下のとお

り示されております。 

４－３ アプローチする先に顧問社労士がいる場合もあると思うが、電話の初めに

顧問社労士の有無を確認した方が良いのではないか︖ 

→「利用勧奨を行った企業から、他の社労士が顧問契約していることを理由に個別

支援を辞退する旨の申し出があった場合は、直ちに勧奨を⽌めること」。 

この意味は、顧問社労士がいる企業においても、セカンドオピニオン的に別の社

労士の話を聞きたい場合もあると想定されるので、顧問社労士の有無について

は、当方から確認するのでなく、企業側から顧問社労士がいることを理由として

辞退することが表明された場合は、それ以上の勧奨を行わないでいただきたいと

いう趣旨と理解してほしい。 

上記の Q&A のとおり連合会（全国センター）としては、関与の有無確認は不要と

なっていますが、福島では次のように対応したうえでダイレクトメールの趣旨の説明

を行うことといたします。 

 ・ダイレクトメールを送付したすべての事業所に電話をしたら、まず顧問契約に限

らず関与社労士の有無を確認する。 

 ・関与がありの場合は関与社労士に相談することを勧める。 

 ・セカンドオピニオン的な相談であっても関与社労士の了解を事前に得て行う。 

 

関与先事業所にダイレクトメールが届き、問合せ等がございましたらご対応いただ

きたくお願いいたします。 
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